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令和５年度建設工事着工期労働災害防止運動実施結果 

北海道労働局労働基準部安全課 

 

１ 令和５年度の「建設工事着工期労働災害防止運動」の特徴について 

  本年度における「建設工事着工期労働災害防止運動」期間中の建設工事発注機関との協議会、建

設関係事業者等に対する労働災害防止対策にかかる説明会の開催については、新型コロナウイル

ス感染症の影響が少なくなってきたこと、感染防止対策の一定の手法が確立されたこともあって、

全署（支署）でＷｅｂ又は参集による協議会・説明会が開催されました。 

  また、建設工事発注機関、建設関係団体等が主催する安全大会等もほぼ通常どおり開催され、こ

れらへの出席は昨年度と比べて２倍以上の回数、延べ参加者は３倍以上となるなど、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大前の水準に戻ったといえる状況です。 

 

２ 「建設工事着工期労働災害防止運動」の周知及び要請状況について 

（１）  各労働基準監督署（支署）より、全道で 624 の建設工事発注機関・建設関係団体等へ文書

での周知及び取組の要請を実施しました。また、一部の署では地域ＦＭに出演し周知及び取

組の要請をしています。 

（２）  各労働基準監督署（支署）では、管内の建設工事発注機関との協議会をＷｅｂ又は参集に

より開催し周知及び取組の要請を行いました（全道で 382機関が出席。）。 

（３）  各労働基準監督署（支署）では、管内の地場店社の現場管理者及び職長等に対する労働災

害防止説明会をＷｅｂ又は参集により開催し、周知及び取組の要請を行いました（全道で 903

事業場が出席。）。 

（４）  各労働基準監督署（支署）では、管内の本社を有する建設業の経営トップを対象とした労

働災害防止説明会をＷｅｂ又は参集により開催し、周知及び取組の要請を行いました（全道

で 651事業場が出席。）。 

（５）  各労働基準監督署（支署）では、管内の地区建設業協会等の建設関係団体が主催した労働

災害防止説明会及び安全大会に出席し、周知及び取組の要請を行いました（全道で 227 回、

参加人数 21,600 人（概数)が参加。）。また、一部の署では建設関係者を対象とした改正労基

法周知のための説明会においても、安全衛生担当者より期間中の運動の取組について説明を

行っています。 

  

３ 「建設工事着工期労働災害防止運動」期間中の建設工事現場への指導内容について 

（１） 建設工事現場に対する監督指導の内容について 

全道の監督指導件数は 513件、そのうち、労働安全衛生法違反件数は 343件、違反率は

66.9％でした。 

   〇 主な労働安全衛生法違反の内容 

・ 労働安全衛生規則第５６３条(足場の作業床)                １１５件 

・ 労働安全衛生法第２９条(元方事業者の講ずべき措置等)       ８６件 

・ 労働安全衛生規則第６５５条（足場についての措置）       ７８件 



・ 労働安全衛生規則第５１９条(高さ２ｍ以上の墜落防止)       ３７件 

・ 労働安全衛生規則第５４４条（作業場の床面）          ２７件 

・ 労働安全衛生規則第５４０条（通路）              ２５件 

・ 労働安全衛生規則第６５３条（物品揚卸口等に係る注文者の措置） ２４件 

・ 労働安全衛生規則第５６２条（足場の最大積載荷重）        ２３件 

・ 労働安全衛生規則第１８条（作業主任者の氏名の周知）       ２２件 

・ 労働安全衛生規則第５６７条（足場の点検）           １３件 

（２） 建設工事現場に対する安全衛生指導の内容について 

全道の安全衛生指導件数は 89件、そのうち、安全衛生指導件数は 68件、指導率は 76.4％で

した。 

   〇 主な安全衛生指導の内容 

・ はしご、足場、開口部等の墜落・転落災害防止に関する指導   ３９件 

・ 建設機械の作業計画、接触防止、運転資格等に関する指導    １４件 

・ 下請、作業主任者、災害防止協議会等の安全衛生管理体制の指導 １４件 

（３） 建設工事発注機関、建設関係団体等が主催する安全パトロールについて 

各労働基準監督署（支署）では、建設工事発注機関、建設関係団体等が主催する安全パトロ

ールに参加し（全道で 24回（67工事現場））、安全衛生指導を行いました。 

 

４ 「建設工事着工期労働災害防止運動」期間中の建設工事現場の指導時の好事例について 

・ 現場に電子掲示板を配置し、現在の進捗率や当日の作業内容、注意事項等が常に共有できる

ようになっていた。 

・ 交通誘導員が通行車両と接触しないよう距離を置いて誘導させているほか、外国人観光客が

運転する車両に対し、外国語によるロゴを利用し、運転に関し注意喚起を図っていた。 

・ 地山の掘削工事現場において、工事前及び工事後の法面をドローンにより撮影し、撮影した

画像をコンピュータで比較することにより、掘削土量を算出する方法が採用されていた。 

・ 団体において、会員企業より安全衛生標語（スローガン）を募集し、採用されたものについ

て、シール及び A4 サイズの掲示物を作成し、会員企業の各工事現場へ配布・展開しており

安全意識の啓発に取り組んでいる。 

・ 熱中症指数計（ＷＢＧＴ測定器）を設置している現場が多く見られる。 

・ 元方として熱中症が発症した場合、躊躇せず医療機関へ搬送することを意識している。 

・ 熱中症予防の観点で送風機付きジャケットを下請の作業員にまで配給していた。 

 

５ 「建設工事着工期労働災害防止運動」期間中の建設工事現場の指導における問題点について 

・ 小規模な解体工事や改修工事を行う業者は個人事業主が多く、石綿則の改正内容がほとん

ど知られていない。 

・ 小規模な建築工事現場（住宅等）において設置・使用されている足場について、本足場のう

ち複数の箇所の建地が１本となっている足場が認められる。 

・ 足場の組立が専門業者に任せきりになっており、元請は足場の不備があっても指摘を受け

ない限り自主的に下請に改善の指示を出さない状況となっている現場が確認された。 

 


